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開
祖
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道
元
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の
戒
儀
が
、　
三
帰
、
三
衆
浄
戒
、　
十
重
禁
戒
の
単
授
菩
薩
戒
で
あ
る
の

か
、
沙
弥
戒
を
包
摂
し
た
所
謂
漸
授
菩
薩
戒
で
あ
る
の
か
、
古
来
異
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
未
だ
定
説
を
み
な
い
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
『
昭
和
改
訂
曹
洞
宗
行
持
軌
範
』
の
「出
家
得
度
式
作
法
」
は
、
単
授
菩
薩
戒
を
も
っ
て
定
儀
と
な
し
Ｔ
）、

僧
団
人
挙
げ
て
こ
れ
に
拠
る
べ
し
と
な
し
て
い
る
。

こ
れ
は
選
択
の
否
定
で
あ
り
、
沙
弥
戒
の
否
認
で
あ
り
、
漸
授
菩
薩
戒
の
主
張
に
対
す
る
批
判
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
訂
の
趣
旨
説
明
が
あ

っ
た
こ
と
も
、
ま
た
宗
団
人
の
中
か
ら
疑
間
を
提
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
寡

聞
に
し
て
こ
れ
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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宗
門
に
お
け
る
受
戒
は
、
宗
団
え
の
単
な
る
入
門
と
い
う
軽
い
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
宗
団
人
の
関
捩
、
関
鈴
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

受
戒
が
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
戒
儀
は
、　
一
面
に
は
宗
団
の
体
質
に
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
他

面
に
は
、　
戒
儀
は
戒
の
意
味
の
具
体
化
で
あ
り
、　
思
想
の
具
象
化
で
あ
る
か
ら
、　
そ
れ
の
内
容
分
折
及
び
成
立
え
の
検
討
は
緊
要
で
あ

る
。
殊
に
異
議
の
存
す
る
儀
軌
に
、
漸
授
の
も
の
を
捨
て
、
単
授
菩
薩
戒
を
採
り
、
こ
れ
を
も
つ
て
定
儀
と
な
し
た
か
ら
に
は
殊
更
に
等

閑
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
を
欠
い
た
儀
軌
実
践
の
強
要
は
、
盲
従
的
欠
陥
を
生
じ
、
儀
軌
は
形
骸
化
し
、
生
き
た
宗
教
的
生
命
を
枯
渇
せ
し
め
る
憾
み
を
持

つ
と
共
に
、
宗
団
の
本
来
的
体
質
構
想
を
明
か
す
門
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
は
特
に
、
日
本
曹
洞
宗
団
の
本
来
的
構
想
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
宗
団
人
の
永
久
不
変
の
在
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
明
ら
か
に
す
る
意
味
に
焦
点
を
絞
り
、
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

開
祖
道
元
禅
師
に
よ
っ
て
親
撰
さ
れ
た
と
さ
れ
る

『
出
家
授
戒
作
法
』
は
、
真
本
が
早
く
に
散
逸
し
た
こ
と
と
、
解
釈
の
相
違
に
よ
っ

て
後
人
の
増
添
削
除
も
加
わ
っ
て
、
多
種
の
異
本
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
今
戒
相
上
か
ら
要
約
す
る
と
次
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
三
帰
、
五
戒
、
沙
弥
十
戒
（何
れ
も
尽
形
寿
と
授
く
る
）
、
三
衆
浄
戒
、
十
重
禁
戒
と
次
第
す
る
も
の
、

二
つ
は
、
三
帰
、
沙
弥
十
戒
（縦
今
身
至
仏
身
と
授
け
る
）、
三
衆
浄
戒
、
十
重
禁
戒
と
次
第
す
る
も
の
、

三
つ
は
、
三
帰
、
三
癸
浄
戒
、
十
重
禁
戒
と
次
第
す
る
も
の



で
あ
る
。
０
、
０
は
漸
授
菩
薩
戒
で
あ
り
、
０
は
単
授
菩
薩
戒
あ
る
で
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

第

一
種
は
、　
最
古
に
し
て
確
実
な
る
伝
承
を
有
す
る
、　
故
今
津
洪
嶽
氏
所
蔵
の
古
写
本
っ
）、　
及
び
こ
れ
を
刊
本
に
し
た
と
思
わ
れ
る

『
諸
回
向
清
規
』
所
収
の
得
度
儀
軌
↑
）更
に
は
作
法
的
に
こ
こ
れ
ら
の
省
略
本
と
み
ら
れ
る
永
平
寺
所
蔵
本
、
及
び
こ
れ
を
筆
写
し
た
大

乗
寺
所
蔵
の
古
写
本
？
）が
こ
れ
に
属
し
、

第
二
種
は
、
延
享
元
年
貧

七
四
四
）
秋
刊
行
の

『
永
平
祖
師
得
度
略
作
法
』
並
び
に
、
天
保
九
年
貧

八
三
八
）夏
刊
行
の

『
永
平
小
清
規

翼
』
所
収
の

「沙
弥
得
度
」
が
こ
れ
に
属
す
る
。

前
者
は
永
平
寺
所
蔵
本
と
五
ケ
寺
の
古
跡
本
と
を
討
照
較
合
し
た
、
面
山
瑞
方

（
三
ハ
△
二
―
一
七
エハ
九
）
の
較
訂
本
で
あ
り
↑
）、　
後
者

は
無
着
黄
泉
の
改
訂
本
で
あ
る
↑
）。

第
三
種
は
、　
面
山
と
度
々
商
量
が
あ

っ
た
が
、
意
に
か
な
わ
ず
し
て
撰
し
た
と
い
わ
れ
る
万
癌
要
門
の
得
度
儀
軌
７
）、
更
に
は
面
山

に
き
び
し
く
反
論
を
投
じ
た
、
逆
水
洞
流
貧

六
八
四
―
一
七
エハ
一Ｃ
の
撰
述
に
か
か
る

『
剃
度
直
授
菩
薩
戒
儀
軌
↑
ど

で
あ
る
。

今
第
三
種
の
単
授
菩
薩
戒
の
儀
軌
を
別
に
し
て
、
第

一
種
、
第
二
種
の
も
の
を
、　
道
元
禅
師
が
曲
拠
と
し
た
、
『禅
苑
清
規
』
の
そ
れ

に
対
較
し
て
み
る
と
次
の
如
き
相
違
が
み
ら
れ
る
。

『禅
苑
清
規
』
の

「沙
弥
受
戒
文
」
で
は
、
沙
弥
の
五
戒
、
十
戒
の
み
を
授
け
て
菩
薩
戒
を
授
け
な
い
の
で
あ
る
●
）。
沙
弥
の
五
戒
、

十
戒
を
授
け
る
戒
儀
は
、
南
山
道
宣

（五
九
六
―
エハ
ュハ七
）
の

『
四
分
律
行
持
銹
』
の

「沙
弥
別
行
篇
」
に
依
随
す
る
も
の
で
６
）、
両
者
は

共
に
二
百
五
十
戒
の
比
丘
大
僧
戒
を
受
得
す
る
前
提
の
も
の
で
あ
り
、
父
母
に
出
家
を
許
さ
れ
た
童
行
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
道
元
禅
師
の
そ
れ
は
、
比
丘
戒
を
捨
葉
し
、
菩
薩
戒
を
受
得
す
る
前
提
の
沙
弥
戒
と
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大

き
な
改
訂
の
特
質
で
あ
り
、
二
百
五
十
戒
を
捨
棄
し
た
点
で
は
日
本
天
台
の
最
澄

（七
六
七
ま
た
は
七
六
六
―
八
一三
）
の
立
場
に
同
調
す
る
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も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
鉢
孟
、
坐
具
、
袈
裟
の
授
与
が
、
道
宣
の

『
四
分
律
行
持
砂
』
に
依
随
し
、
三
百
五
十
戒
を
受
得

し
た
比
丘
大
僧
よ
り
受
け
る
儀
軌
に
な

っ
て
い
る

『
禅
苑
清
規
』
の
そ
れ
を
貧
）、

悉
く
菩
薩
比
丘
よ
り
受
く
る
内
容
に
改
訂
し
て
い
る

こ
と
っ
）は
こ
の
こ
と
を
明
確
不
動
の
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
菩
薩
比
丘
を
至
上
と
し
た
立
場
か
ら
の
改
訂
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
仏
教
界
の
慣
行
に
依
随
し
た

『
禅
苑
清
規
』
の

そ
れ
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ

っ
て
特
記
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

石
雲
融
仙
、
秀
岳
の
如
き
、　
禅
門
の
受
戒
は
中
国
成
立
の
諸
清
規
に
全
分
に
依
随
し
、
「出
家
授
戒
作
法
」
も
ま
た
こ
れ
に
拠
る
べ
し

と
な
し
て
道
元
禅
師
の
親
撰
す
ら
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戒
に
大
小
乗
の
別
あ
る
の
で
は
な
く
、
機
に
よ
る
大
小
乗
の
別
れ
で
あ
る

と
し
て
釈
尊
所
制
の
一
切
戒
を
認
容
す
る
立
地
か
ら
の
も
の
で
あ
る
■
）。

こ
れ
は
、　
日
本
天
台
の
最
澄
を
敬
幕
し
な
が
ら
も
、

受
戒
の
点
で
は
全
く
異
な
り
、
『
禅
苑
涙
規
』
の
受
戒
を
全
面
的
に
肯
定
し
、
推

揚
し
た
栄
西
禅
師

（
一
一
四
一
―

一
二
〓
こ

の
立
場
と
全
く
撥
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
り
２
）。

こ
れ
ら
と
は
大
い
に
経
庭
が
存
じ
厳
格
に

隔
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

三

沙
弥
戒
を
含
む
第

一
種
、

第
二
種
の
も
の
を
、
『
禅
苑
清
規
』
の
そ
れ
と
対
較
し
、　
そ
の
改
訂
の
意
味
を
検
し
た
が
、
次
に
第
三
種
と

の
関
係
を
如
何
に
み
る
か
が
問
題
に
な
る
。

沙
弥
戒
を
必
須
不
可
欠
の
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、
単
授
菩
薩
戒
は
成
立
し
な
い
し
、
そ
れ
を
削
除
し
た
意
味
は
不
間
と
な
る
。
此
の
点

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。



面
山
は
沙
弥
戒
を
必
授
の
も
の
と
み
る
が
、
そ
の
理
由
は
、

一
、
出
家
と
在
家
と
は
異
な
る
も
の
で
、
出
家
に
は
そ
れ
相
応
の
威
儀
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
沙
弥
戒
は
こ
の
出
家
の
威
儀
で
あ
る

か
ら
授
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

二
、
釈
尊
の
如
き
明
眼
の
師
で
あ
れ
ば
、
「善
来
比
丘
」
で
よ
か

っ
た
が
、　
末
世
の
凡
眼
の
者
で
は
出
家
の
適
不
者
を
見
定
め
る
こ
と

は
難
し
い
。
し
た
が

っ
て
羅
喉
羅
の
時
か
ら
沙
弥
戒
を
施
没
し
、
出
家
得
度
の
定
儀
と
な
し
た
。

の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
３
）。

『
洞
谷
記
』
の

「受
具
作
僧
」
の
条
に
、
童
行
、
若
し
く
は
他
宗
の
僧
、
及
び
氏
、
素
性
の
判
然
と
し
な
い
者
が
作
僧
を
望
ん
だ
場
合
、

一
定
期
間
沙
弥
の
新
戒
位
に
列
し
、
僧
儀
を
学
習
せ
し
め
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
し
盆
）、
時
代
は
か
な
り
降
る
が
、

明
和
七
年
貧

七
七
〇
）
刊
行
の

『
泰
運
了
啓
禅
師
語
録
』
第

一
に
、
鷲
見
氏
の
息
女
に
対
し
、
沙
弥
十
戒
を
授
け
、
定
香
慧
比
丘
尼
と
法
号
を
与
え
た

，
）

と
あ
る
か
ら
、
沙
弥
戒
を
授
け
た
事
蹟
は
確
か
に
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
必
授
の
も
の
と
み
る
こ
と
に
は
疑
間
が
あ
る
。

そ
の
理
由
の
第

一
は
、
面
山
の
挙
げ
た
第
二
の
理
由
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
は
、
沙
弥
戒
は
機
に
対
す
る

方
便
戒
で
あ
り
、
出
家
の
適
不
適
を
見
極
め
る
試
験
戒
で
あ

っ
て
、
あ
く
ま
で
機
の
立
場
に
立

っ
た
施
設
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

面
山
は
羅
喉
羅
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
が
、

『
四
分
律
』
で
は
、
外
道
の
者
の
出
家
を
望
む
者
に
対
し
て
は
、
沙
弥
戒
を
授
け
て

一
定
期

間
僧
と
共
住
せ
し
め
適
不
適
を

験
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
こ
と
は
肯
定
さ
れ
る
Ｃ
）。

方
便
戒
、　
試
験
戒
は

一
途
の

化
儀
と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
沙
弥
の
後
五
戒
、
す
な
わ
ち
、

「
不
著
華
貿
現
略
香
油
塗
身
」
、

「
不
歌
舞
作
唱
故
往
観

聴
」
、
「
不
坐
高
広
大
床
」
、
「
不
非
時
食
」
、
「
不
促
金
銀
銭
宝
」
は
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
俗
界
を
絶
つ
た
出
家
修
道
の
意
志
を
験
す
る
に
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は
恰
好
の
も
の
で
は
あ
る
。
道
元
禅
師
の

「出
家
授
戒
作
法
」
の
撲
述
が
、
嘉
禎
三
年
貧

一
一一一一七
）
で
あ
り
、
真
の
僧
宝
打
出
こ
そ
衆
生
済

度
の
道
な
り
と
し
て
発
願
し
た
僧
堂
完
成
後
間
も
な
く
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
、
義
介
に
八
斉
戒
の
印
板
を
与
え
た
こ
と
を
も
加
え
て
、

厳
な
る
出
家
の
機
を
え
ら
ぶ
施
設
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
は
肯
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で

一
方
法
と
し
て
、
使
法
と
し
て
の
採
用

で
あ

っ
て
絶
対
不
可
欠
の
も
の
と
み
て
の
こ
と
で
は
な
い
し
、
特
に
宗
義
的
に
大
き
な
径
庭
の
存
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
の
で
あ
る
。

方
便
た
る
化
儀
は
時
代
と
人
機
の
上
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
道
元
禅
師
の
宗
旨
の
唱
導
は
正
像
末
を
分
つ
こ
と
な
く
人
機

を
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。
面
授
嗣
法
の
立
場
か
ら
い
っ
て
戒
師
は
現
前
の
釈
尊
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
出
家
授
戒
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

は
化
儀
で
は
な
く
善
来
比
丘
の
如
き
本
儀
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

道
元
禅
師
の
嗣
法
の
資
た
る
詮
慧
は
、
『
正
法
眼
蔵
御
聴
書
抄
』
に

出
家
に
作
法
受
得
善
来
比
丘
と
い
ふ
こ
と
あ
り
、
作
法
受
得
は
請
戒
師
儲
剃
手
著
袈
裟
な
ど
す
る
な
り
、
善
来
比
丘
と
は
仏
出
家
を

ゆ
る
し
て
善
来
比
丘
と
被
仰
れ
ば
、
自
然
に
髪
髪
も
を
ち
袈
裟
自
然
に
被
著
身
也
、
但
こ
れ
を
い
ふ
に
作
法
受
得
も
善
来
比
丘
も
只

同
事
と
心
得
る
正
伝
と
せ
り
６
）

と
い
う
。
作
法
受
得
が
善
来
比
丘
と
同

一
価
値
の
も
の
と
心
得
え
る
の
が
正
伝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
儀
そ
の
も
の
の
正
伝
持
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
被
出
家
者
は
我
少
出
家
で
あ
り
師
は
現
前
の
釈
尊
で
あ
る
。
さ
れ
ば
詮
慧
の
資
、
経
豪
は
、
化
儀
た
る
沙
弥

戒
の
授
受
を
否
定
し
、

我
朝

ニ
ハ
毎
度
此
ノ
儀
ナ
シ
直

二
菩
薩
大
戒
ヲ
授
ク
ル
也
節
）

と
師
詮
慧
の
言
を
具
体
的
に
表
詮
し
て
い
る
。
「毎
度
此
ノ
儀
ナ
シ
」
の
一
語
は
、　
明
ら
か
に
沙
弥
戒
が

一
途
の
方
使
で
あ
り
化
儀
で
あ



る
物
語

っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た

『
洞
谷
記
』
の

『
受
具
作
僧
』
の
条
に
、
前
文
に
続
い
て
地
頭
、
御
家
人
、
若
し
く
は
純
発
心
の
者
な

ら
ば
沙
弥
戒
を
授
け
ず
、
直
に
菩
薩
壽
を
壼
け
て
作
僧
せ
し
め
得
る
こ
と
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
末
文
に
特
に

コ
永
平
和
尚
の
垂
誠
な
り
」

と
附
記
し
て
い
る
こ
と
は
貧
）、

本
儀
と
し
て
は
単
授
菩
薩
戒
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
教
示
す
る
と
共
に
、　
そ
れ
は
当
然
沙
弥
戒
必
授
論

え
の
反
証
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
　

■

次
に
面
山
の
第

一
の
理
由
で
あ
る
沙
弥
戒
を
出
家
の
威
儀
と
し
て
必
授
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
間
で
あ
る
が
、
出
家
の
威
儀

と
し
て
の
沙
弥
戒
は
後
五
戒
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
出
家
の
威
儀
と
し
て
か
か
る
限
定
戒
を
も

っ
て
す
る
こ
と
が
妥
当

で
あ
る
か
、
所
謂
固
定
的
律
法
と
み
る
こ
と
の
当
否
が
問
題
で
あ
る
。

卍
山
道
白
が

『
対
客
閑
話
』
に
お
り
て
、
『
弘
戒
法
儀
』
に
、　
受
戒
以
後
は
如
法
に
護
持
す
べ
き
で

些
さ
か
も
毀
犯
あ

っ
て
は
受
く
る

に
し
か
ず
の
嘱
誨
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
不
促
金
銀
銭
宝
戒
」
を
能
持
す
る
と
受
戒
し
な
が
ら
、　
事
実
に
お
い
て
は
路
費
銭
を

腰
嚢
に

入
れ
て
い
る
が
如
き
は
矛
盾
も

甚
だ
し
い
と
難
じ
て
い
る
が
多
）、
こ
れ
は
明
ら
か
に
形
式
的
固
定
的
律
法
え
の
批
判
で
あ
る
。
諸
戒
は

三
宝
帰
依
の
信
か
ら
発
せ
ら
れ
た
生
活
相
と
み
る
べ
き
で
、
そ
の
生
活
相
は
時
代
、
環
境
等
に
よ

っ
て
改
変
せ
ら
る
べ
き
性
格
の
も
の
で

あ

っ
て
決
し
て
固
定
不
動
の
も
の
で
は
な
い
。
加
う
る
に
沙
弥
の
後
五
戒
は
、
禅
門
に
あ

っ
て
は
清
規
の
中
に
具
備
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ

っ
て
、
殊
更
に
別
立
す
る
意
味
は
も
た
ぬ
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

逆
水
洞
流
が

『得
度
或
間
弁
儀
章
』
に

永
平
門
下

ハ
、
乃
祖
ノ
教
誠
ヲ
敬
遵
シ
、
衆
寮
清
規
大
巳
巻
等

二
随
順
シ
、
進
修
ス
レ
バ
、
沙
弥
戒
小
律
ノ
教
誠

ニ
ヮ
タ
ラ
ザ
ン
ド

モ
出
家
ノ
威
儀
自
ラ
保
護
シ
テ
、
欠
開
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
（υ

と
い
い
、
ま
た
、
夢
窓
国
師
貧

二
七
五
―

〓
一五

一
）
は
そ
の
著

『
夢
中
間
答
』
に
お
い
て
、

曹
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百
丈
の
意
も
禅
僧
は
戒
を
用
ふ
る
こ
と
な
か
れ
と
に
は
あ
ら
ず
。

然
ら
ば
清
規
の
中
に
禅
僧
の
威
儀
を
お
さ
む
べ
き
や
う
を
説
か
れ
た
る
事
微
細
な
り
２
）

と
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
証
と
し
て
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
面
山
の
沙
弥
戒
必
授
論
え
の
疑
問
は
、　
一
つ
に
は
化
儀
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
清
規
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
殊
更
に
別

立
す
る
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
反
論
の
域
を
出
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
必
然
的
に
単
授
菩
薩
戒
を
定
儀
と
な
す
こ
と
の
妥
当
性
を
明
か
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
が
曹
洞
宗
団
の
本

来
的
体
質
構
想
と
し
て
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
明
か
す
こ
と
を
も

っ
て
結
論
と
し
た
い
。

四

仏
教
教
団
の
構
成
員
は
七
衆
と
さ
れ
、　
七
衆
夫
々
に
所
定
の
戒
が
設
定
さ
れ
た
の
は

部
派
仏
教
以
後
の
こ
と
で
あ
る
２
）。
こ
れ
は
禅

門
を
含
め
て
中
国
仏
教
教
団
に
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
七
衆
の
上
位
は
い
う
ま
で
も
な
く
四
分
律
か
ら
い
え
ば
二
百
五

十
戒
を
受
け
て
国
家
的
に
公
認
さ
れ
る
比
丘
大
僧
で
あ
る
。

し
か
し
、
部
派
以
前
に
あ

っ
て
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
七
衆
の
別
は
な
い
。
性
別
を
ぬ
き
に
し
て
い
う
な
ら
ば
出
家
と
在
家
の
二

衆
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
日
本
曹
洞
宗
団
が
七
衆
の
別
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
比
丘
大
僧
を
菩
薩
比
丘
と
み
る
根
本
的
相
違

が
あ
る
と
し
て
も
、
別
受
戒
と
し
て
夫
々
所
定
の
戒
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
面
山
の
い
う
沙
弥
戒
は
こ
れ
に
同
ず
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
単
授
菩
薩
戒
を
も

っ
て
定
儀
と
な
し
た
宗
国
は
、
勿
論
沙
弥
戒
の
別
受
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
い
っ
て
七
衆

の
別
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
部
派
以
前
に
立
ち
帰

っ
た
所
謂
性
別
を
ぬ
き
に
し
て
い
う
な
ら
ば
出
家
と
在
家
の
二
衆
と
い
う
こ
と



に
な
る
、
そ
し
て
、
そ
の
二
衆
は
、
単
授
菩
薩
戒
を
定
儀
と
な
す
所
以
か
ら
は
菩
薩
出
家
、
菩
薩
在
家
で
あ
り
、
そ
の
二
衆
の
区
別
は
菩

薩
戒
の
受
得
の
仕
方
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
。
経
豪
の
い
う
、
菩
薩
戒
二
重
の
道
理
の
一
つ
で
あ
る
。
分
満
二
受
が
そ

れ
で
あ
る
分
）。
具
体
的
に
は
、
如
山
の

『禅
戒
決
疑
篇
』
に
示
さ
れ
る
、　
十
重
禁
分
受
を
も

っ
て
出
家
、　
そ
の
一
分
若
し
く
は
三
分
と

い
う
意
楽
の
堪
う
る

と
こ
ろ
に
し
た
が

っ
て
受
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
分
受
を
も

っ
て
在
家
と
す
る
立
場
で
あ

っ
て

，
）、
卍
山
の
法
嗣
、

妙
玄
自
龍
、
及
び
そ
の
資
で
あ
る
卍
海
宗
珊
に
よ

っ
て
も
、
「
そ
の
義
審
か
な
り
発
ざ

と
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

出
家
菩
薩
、
在
家
菩
薩
の
集
団
が
、
日
本
曹
洞
宗
団
の
本
来
的
構
想
で
あ
る
が
、
か
か
る
宗
団
の
本
来
的
体
質
は
、
菩
薩
戒
が
利
他
戒

で
あ
り
、
仏
性
戒
、　
一
心
戒
と
い
わ
れ
、　
一
得
永
不
失
か
ら
金
剛
宝
戒
と
い
わ
れ
る
所
以
を
明
か
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
自
覚
の
重
要

性
が
認
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

『
正
法
眼
蔵
』
袈
裟
功
徳
の
巻
に
、

…
…
…
在
家
の
人
天
な
れ
と
も
、
袈
裟
を
受
持
す
る
こ
と
は
、
大
乗
最
極
の
秘
訣
な
り
、
…
…
…
中
略
…
…
…
在
家
の
菩
薩
、
み
な

と
も
に
受
持
せ
り
、
震
旦
国
に
は
、
梁
武
帝
、
隋
場
帝
、
と
も
に
袈
裟
を
受
持
せ
り
、
代
宗
、
粛
宗
、
と
も
に
袈
裟
を
著
し
、
僧
家

に
参
学
し
、
菩
薩
戒
を
受
持
せ
り
、
そ
の
余
の
、
居
士
婦
女
等
の
、
受
袈
裟
、
受
仏
戒
の
と
も
か
ら
古
今
の
勝
岡
な
り
、
日
本
国
に

は
、
聖
徳
太
子
、
袈
裟
を
受
持
し
、
…
…
…
中
略
…
…
…
聖
武
皇
帝
、　
ま
た
袈
裟
を
受
持
し
、
菩
薩
戒
を
う
け
ま
し
ま
す
、
し
か
れ

は
す
な
は
ち
、
た
と
ひ
帝
位
な
り
と
も
た
と
ひ
臣
下
な
り
と
も
、
い
そ
き
袈
裟
を
受
持
し
、
菩
薩
戒
を
う
く

へ
し
、
人
身
の
慶
幸
、

こ
れ
よ
り
す
く
れ
た
る
あ
る

へ
か
ら
す
の
）

と
あ
る
。

袈
裟
は
、
「仏
弟
子
の
標
織
昴
ざ

で
あ
る
。
仏
弟
子
は
決
し
て
出
家
の
み
と
は
限
ら
な
い
、
在
家
に
し
て
も
袈
裟
を
受
持
し
、
菩
薩
戒
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を
受
く
れ
ば
仏
弟
子
で
あ
る
。

袈
裟
を
受
持
し
、
菩
薩
戒
を
受
く
る
こ
と
が
人
身
の
慶
幸
と
し
て
こ
の
上
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
菩
薩
戒
が
人
間
普
遍
の
実

理
、
統

一
的
価
値
観
の
上
に
立
つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
元
禅
師
は
無
数

の
生
物
の
中
で
特
に
人
間
に
生
を
享
け
た
所
以
を
明
か
し
て
、

人
身
は
先
世
に
仏
法
を
見
聞
せ
し
種
子
よ
り
う
け
た
り
貧
）

ま
た

ま
れ
に
人
間
の
身
心
を
保
任
せ
り
、
古
来
の
塀
道
力
な
り
０
）

と
説
示
さ
れ
て
い
る
。

人
間
と
し
て
生
れ
る
根
拠
を
、
先
世
に
お
け
る
仏
法
の
見
聞
、
排
道
力
に
み
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
宗
教
的
に
意
味
深
い
も
の
が
あ

る
。
仏
法
は
端
的
に
い
つ
て
慈
悲

の
教
え
で
あ
り
、
慈
悲
の
生
活
規
範
で
あ
る
。
こ
れ
を
身
心
に
う
け
た
生
物
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
慈
悲
の
主
体
的
存
在
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が

っ
て
慈
悲
行
が
人
間
の
生
き
る
目
的
で
あ
り
、
使
命
で
あ
り
、

理
想
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

慈
悲
と
は
、
「愛
憐
を
慈
と
名
け
、
側
愴
を
悲
と
日
う
貪
ざ

の
注
釈
か
ら
し
て
、
人
間
の
善
遍
的
究
極
の
理
想
は
利
他
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
訳
で
、
菩
薩
戒
を
利
他
戒
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
「衆
生
を
憐
慈
す
る
を
上
上
の
持
戒
翁
ざ

と
い
う
龍
樹
の
言
は
、　
こ
こ
に
基
盤
を

も
つ
も
の
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
菩
薩
戒
で
は
戒
体
を
仏
性
、
自
性
清
浄
の

一
心
と
み
る
と
こ
ろ
か
ら
、
菩
薩
戒
を
別
称
し
て
、
仏
性
戒
、　
一
心
戒
と
も
い
う
。
仏

性
、　
一
心
は
人
間
が
本
来
具
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
自
性
戒
と
も
い
い
、
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
失
な
わ
れ
る
こ
と
は
な



い
か
ら
金
剛
宝
戒
と
も
い
う
。

こ
れ
は
人
間
普
遍
の
実
理
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
『
梵
網
径
』
に
、

我
も
と
慮
舎
郡
仏
の
心
地
中
の
初
発
心
中
に
、
常
に
誦
す
る
所
の

一
戒
光
明
た
る
金
剛
宝
戒
を
説
く
、
こ
れ

一
切
仏
の
本
源
、　
一
切

菩
薩
の
本
源
た
る
仏
性
種
子
な
り
。　
一
切
衆
生
は
皆
仏
性
あ
り
。

と
あ
る
は
そ
の
根
拠
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

経
豪
は
特
に

「戒
の
心
こ
の
文
に
在
り
３
ざ

と
注
目
を
う
な
が
し
て
い
る
が
、
す
な
わ

ち
、
金
剛
宝
戒
と
名
づ
る
所
以
は
、
そ
の
体
が
仏
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
仏
と
い
い
、
菩
薩
と
い
い
、
衆
生
と
い
う
も
本
来
具
有
の
も
の

で
、
永
不
失
の
普
遍
的
同

一
価
値
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
菩
薩
戒
の
受
得
が
人
身
の
慶
幸
と
し
て
此
の
上
な
い
と
い
う
本
旨
は
、
国
境
、
人
種
、
性
別
、
環
境
、
利
人
鈍
者
、
年
令
を

え
ら
ば
ず
、
人
間
の
原
点
を
明
か
し
、
永
久
不
変
の
任
り
方
を
示
し
た
も
の
と
し
て
着
目
す
べ
き
で
あ
り
、
単
授
菩
薩
戒
を
も

っ
て
定
儀

と
な
し
た
所
以
も
ま
た
姦
に
存
す
る
。
人
間
普
遍
の
統

一
的
価
値
、
そ
れ
は
人
間
本
来
の
実
理
に
外
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
の
自
覚
と
生
活

を
唱
導
す
る
曹
洞
宗
団
の
本
来
的
体
質
構
想
の
確
認
こ
そ
、
伝
道
宗
教
の
面
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（１
）

同
書
、　
一
九
七
―
二
〇
六
頁
参
照

沙
弥
戒
を
削
除
し
た
以
外
は
殆
ん
ど
、
面
山
本
と
か
わ
ら
な
い

（２
）

螢
山
禅
師
貧

一一六
八
―

一
三
二
五
）が
孤
峰
覚
明
に
元
享
四
年
貧

〓
〓
一四
ヱ
ハ月
二
十
八
日
に
授
け
た
も
の
で
、
覚
明
の
開
創
寺
雲
州
雲
樹
寺

の
室
中
に
秘
蔵
さ
れ
、
後
に
至
っ
て
筆
写
さ
れ
た
こ
と
が
奥
書
に
よ
っ
て
知
れ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
論

『道
元
禅
師
の
得
度
儀
軌
の
研
究
０
』

（今
津
本
に
つ
い
て
ヽ
北
海
道
駒
沢
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
号
、　
〓
一五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（３
）

大
正
蔵
八
一
、
六
七
六
中
―
六
九
九
下
参
照
　
論
文
と
し
て
、
前
記
紀
要
及
び
、
同
紀
要
第
二
号
所
載
の
、
拙
論

『小
叢
林
略
清
規
』
の
得
度

儀
軌
に
つ
い
て
、
一〓
一―
五
三
頁
参
照

曹
洞
宗
団
と
戒
儀

（渡
部
賢
宗
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
五



曹
洞
宗
団
と
戒
儀

（渡
部
賢
宗
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
六

（４
）

室
町
後
期
の
慶
長
七
年
貧

六
〇
三
）
九
月
十
四
日
、
大
乗
寺
第
十
世
、
虎
室
春
策
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
末
文
に

「永
平
寺
之
正
本

写
之
処
也
」
と
あ
る
。
現
在
金
沢
市
美
術
館
に
委
託
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
論

『得
度
儀
軌
大
乗
寺
所
蔵
の
古
写
本
に
つ
い

て
』
、
『宗
学
研
究
』
第
十
二
号
、　
三
二
―

一
八
頁
参
然

（５
）

大
久
保
道
舟
編

『
道
元
禅
師
全
集
』
六
二
八
頁
参
照

（６
）

『曹
洞
宗
全
書
』
清
規
、
四
二
三
―
四
二
七
頁
参
照

（７
）

面
山
の

『
得
度
或
問
』
、
『
曹
洞
宗
全
書
』
禅
戒
、　
一
九
八
頁
参
照

（８
）

駒
沢
大
学
図
書
館
収
蔵
の
木
版
本

（９
）

『曹
洞
宗
全
書
』
清
規
、
九

一
七
―
九

一
八
頁
参
照

（１０
）

大
正
蔵
四
十
、　
一
五
〇
中
―
下
参
照

（１１
）

『
禅
苑
清
規
』
に
は
授
鉢
孟
の
行
法
は
な
い
が
、
鉢
孟
は

「恒
沙
諸
仏
の
標
誌
」
で
あ
り
出
家
人
の
器
と
し
て
常
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

受
法
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
い
と
っ
て
記
述
通
り
受
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
四
分
律
行
持
妙
』
に
も
、
「大
徳

一
心
念
。
我
某
甲
此
鉢
多
羅
應

量
受
常
用
故
拒」

と
あ
る
か
ら
に
は
、
伝
統
的
に
こ
れ
に
依
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
入
衆
須
知
』
、
『
禅
林
備
用
清
規
』
、
『勅
修
百
丈
清
規
』
に
も
こ
の
受
法
は
な
い
が
、

こ
れ
は
省
略
で
あ
る
こ
と
の
証
と
も
な
る
。
『
四
分
律
行
持
妙
』

の
右
記
の
受
法
は

「鉢
器
制
聴
篇
」

に
よ
る
の
で
あ
っ
て

「沙
弥
別
行
篇
」
に
別

し
て
い
る
点
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。

袈
裟
の
授
与
に
し
て
も
、
「
大
徳

一
心
念
…
…
云
々
と
あ
っ
て

『
四
分
律
行
持
妙
』
の
受
法
に
如
同
す
る
。
大
徳
は
比
丘
大
僧
を
意
味
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

（‐２
）

『今
津
本
』
を
始
め
と
す
る
伝
承
本
は
悉
く
、
ど
口薩
大
士
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
受
法
に
声
聞
、
菩
薩
の
異
な
り
を
明
か
し
た
、

最
澄
の

『
顕
戒
論
』
、
『新
学
菩
薩
行
要
』
に
基
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（‐３
）

石
雲
融
仙
の

『叢
林
薬
樹
』
巻
之
上
、
『
曹
洞
宗
全
書
』
禅
戒
、
二

一
―
二
人
頁
参
照

秀
岳
の

『永
平
剃
度
文
木
版
本
、
駒
沢
大
学
図
書
館
所
蔵
、
及
び
読
大
戒
訣
巻
上
曹
洞
宗
全
書
』
七
二
五
―
七
三
八
頁
参
照

（・４
）

栄
西
禅
師
の

『
禅
苑
清
規
』
の
受
戒
を
全
面
的
に
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
比
丘
の
二
百
五
十
戒
、
梵
網
菩
薩
戒
を
護
持
す
べ
き
を
説
く

「護
戒
」

章
の
全
文
引
用
に
よ
っ
て
知
れ
る
が
、
そ
の
肯
定
の
根
拠
が
秀
岳
等
の
考
え
と
同
調
す
る
こ
と
は
、
天
台
大
師
の

『
法
華
玄
義
』
の

「
三
帰
五
戒
十



善
三
百
五
十
戒
皆
是
摩
訂
術
、
豊
レ有
ヨ危
戒
隔
一於
妙
戒
こ
、
或
は
刑
渓
の

『
止
観
輔
行
法
伝
弘
決
』
の
、
『
大
経
及
大
住
婆
沙
、
皆
指
二篇
衆
一云
、

菩
薩
摩
詞
薩
持
二是
禁
戒
一、
当
二知
、
戒
無
レ大
小
一、
由
二受
者
心
期
こ

と
あ
る
を
典
拠
に
、
「大
小
戒
を
以
て
如
来
禅
修
入
の
方
便
と
為
す
」
、
或
は
、

「是
の
故
に
比
丘
の
二
百
五
十
戒
、
菩
薩
の
三
衆
十
重
四
十
八
軽
戒
を

堅
固
に
護
持
す
」
翁
興
禅
護
国
論
下
し
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
れ

（・５
）

『
得
度
或
間
ヽ
曹
洞
宗
全
書
』
禅
戒
、　
一
九

一
―

一
九
二
頁
参
照

（・６
）

『常
済
大
師
全
集
』
四
五
〇
―
四
五

一
頁
参

（‐７
）

『曹
洞
宗
全
書
』
語
録
五
、　
一
一
頁

（・８
）

『
四
分
律
』
巻
三
十

一
、
受
戒
健
度
四
、
大
正
蔵
三
二
、
四
人
九
中

（‐９
）

『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第
九
巻

一
〇
〇
頁

（２０
）

『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第
九
巻
九
三
頁

（２‐
）

『常
済
大
師
全
集
』
四
五

一
頁
参
照

（２２
）

『曹
洞
宗
全
書
』
禅
戒
、
八
頁
参
照

（２３
）

渡
部
賢
宗
編
　
同
書
　
四
二
頁

（２４
）

佐
藤
泰
舜
校
訂
、
岩
波
文
庫
本
、　
一
九
二
頁

（２５
）

大
野
法
道
著
、
『
大
乗
戒
経
の
研
究
』
三
八

一
頁
、
三
八
九
頁
参
照
、
長
井
真
琴
著

『根
本
仏
典
の
研
究
』
四
、
『優
婆
塞
五
戒
の
研
究
』

一
三

七
―

一
五

一
頁
参
照

（２６
）

『
梵
網
経
略
抄
Ｌ
曹
洞
宗
全
書
』
註
解
二
、
六

一
七
頁
参
照

（２７
）

卍
海
宗
珊

『
禅
戒
訣
註
解
』
巻
之
中
、
『
曹
洞
宗
全
書
』
禅
戒
三
六

一
頁

（２８
）

同
右
、
三
六
二
頁

（２９
）

大
久
保
道
舟
編
、
『
道
元
禅
師
全
集
」
七
七
頁

（３０
）

『
四
分
律
行
持
砂
「
二
衣
総
別
篇
」
に
、
僧
祗
云
く
と
し
て

「
三
衣
は
賢
聖
沙
門
の
標
職
云
々
」
と
あ
る
。
大
正
蔵
四
〇
、　
一
〇
五
上

（３．
）

『
正
法
眼
蔵
』
三
十
七
品
菩
提
分
法
、
『
道
元
禅
師
全
集
』
三
六
七
頁

（３２
）

『
正
法
限
蔵
』
仏
道
、
同
右
書
二
七
五
頁

三
〇
七

曹
洞
宗
団
と
戒
儀

（渡
部
賢
宗
）



曹
洞
宗
団
と
戒
儀

（渡
部
賢
宗
）

（３３
）

『
大
乗
義
章
』
巻

一
一
、
第
四
篇
染
法
衆
、
大
正
蔵
、
四
四
、

（３４
）

『
大
智
度
論
』
巻
十
三
、
大
正
蔵
二
五
、　
一
五
三
中

（３５
）

『梵
網
経
略
抄
』
『曹
洞
宗
全
書
』
註
二
　
五
七
〇
頁

六
八
六
中

三
〇
八
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